
　

県
か
ら
市
へ
の
権
限
移
譲
と
は
、

こ
れ
ま
で
県
が
行
っ
て
き
た
仕
事

の
一
部
を
市
で
引
き
受
け
る
よ
う

に
す
る
取
り
組
み
で
す
。

　

地
域
の
こ
と
や
普
段
の
生
活
に

密
着
し
た
こ
と
は
、
県
が
決
め
る

の
で
は
な
く
、
住
民
の
声
が
直
接

届
き
、
地
域
の
事
情
を
一
番
良
く

知
っ
て
い
る
市
が
決
定
す
る
こ
と

が
、
よ
り
良
い
行
政
サ
ー
ビ
ス
の

提
供
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　

ま
た
、
権
限
移
譲
に
よ
り
自
立

性
の
高
い
行
政
運
営
が
可
能
に
な

り
、
地
域
の
中
核
と
な
る
都
市
づ

く
り
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
権
限
移
譲
に
つ
い
て
市
で

は
、
事
務
量
と
費
用
対
効
果
、
類

似
団
体
等
の
動
向
を
総
合
的
に
勘

案
し
た
う
え
で
、
市
民
サ
ー
ビ
ス

向
上
の
観
点
か
ら
、
受
け
入
れ
を

進
め
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
ま
ず
、

４
月
１
日
か
ら
表
①
の
と
お
り
県

と
の
協
議
が
整
っ
た
事
務
を
受
け

入
れ
る
予
定
で
す
。

　

そ
し
て
、
今
後
に
つ
い
て
も
県

の
権
限
移
譲
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
基
づ

い
て
、
県
と
個
別
協
議
を
す
す
め
、

受
け
入
れ
る
事
務
を
確
定
し
て
行

く
予
定
で
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】

　

行
政
経
営
改
革
課

　

☎
０
９
９
４
ー
31
ー
１
１
５
３

※
個
別
の
事
務
に
関
す
る
問
い
合

わ
せ
は
各
担
当
課
に
直
接
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

４
月
１
日
〜

県
か
ら
市
へ

権
限
移
譲
が
行
わ
れ
ま
す

■権限移譲のイメージ

申請

申　請
相談等

許認可等 〔経由〕
申　請
相談等 許認可等

権限移譲

■表①　平成19 年４月１日から鹿屋市が受け入れる事務
番号 事務の内容 担当課

1 町、字の新設、廃止、名称変更に関する事務
都 市 政 策 課
☎ 0994-31-1130

2 新たに生じた土地の確認
企 画 調 整 課
☎ 0994-31-1125

3 特定非営利活動法人の設立認証、届出の処理等
市民活動推進課
☎ 0994-31-1147

4 入会林野整備計画の適否の決定等
林 務 水 産 課
☎ 0994-31-1119

5
都市計画の決定等に係る調整のための立ち入りに伴う
障害物の伐除及び土地の試掘等

都 市 政 策 課
☎ 0994-31-1130

6 悪臭防止規制地域の指定、変更、規制基準の設定等
環 境 政 策 課
☎ 0994-31-1156

7 騒音規制地域の指定、変更、規制基準の設定等

8 振動規制地域の指定、変更、規制基準の設定等

9 特定商品の販売事業者に対する措置命令
商 工 観 光 課
☎ 0994-31-1121

10 土地改良区の設立、合併、解散に関する事務等
農 地 整 備 課
☎ 0994-31-1120

住　民

県

住　民鹿屋市

◎利便性向上

　窓口が近くなり、移動の負担が軽減さ
れるなど、利便性が向上します。

　市を経由して県が決めることにより生
じていた、実情把握や調査等に要する移
動コストや時間が節減され、より迅速で、
効率的な事務処理が可能になります。

　市の裁量が高まり、県に問い合わせす
ることなく許認可等の判断ができるよう
になることで、市が自立的なまちづくりを
推進できるようになります。

◎効率的事務処理

◎自立的まちづくり

鹿屋市


